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議案第１００号               平成  年  月  日議決  

   津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部の 

改正について 

 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２６年１１月２６日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３４号

   津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年

津市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１８５」を「１００分の２００」に改める。 

第２条 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７７．５」に、

「１００分の２００」を「１００分の１９２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２７年４月１

日から施行する。 



議案第１０１号               平成  年  月  日議決  

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部の改正に 

ついて         

 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年１１月２６日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３５号

   津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条

例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「１００分の２０５」を「１００分の２２０」に改める。 

第２条 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第４条中「１００分の１９０」を「１００分の１９７．５」に、「１００

分の２２０」を「１００分の２１２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２７年４月１

日から施行する。 



議案第１０２号               平成  年  月  日議決  

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部の改正に 

ついて         

 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成２６年１１月２６日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３６号

   津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成１８年津市条

例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の２０５」を「１００分の２２０」に改める。 

第２条 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第４条第２項中「１００分の１９０」を「１００分の１９７．５」に、

「１００分の２２０」を「１００分の２１２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２７年４月１

日から施行する。 



津市告示第２４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年津市告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事項に

係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２６年１１月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  小川園自治会 

  三重県津市栗真小川町８６３番地６５ 

   代表者 松岡 康夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
山川 紀久生 

三重県津市栗真小川町８６９番地９５ 

変更後 
松岡 康夫 

三重県津市栗真小川町８６３番地６５ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年４月１９日の通常総会において改

選されたため。 



津市告示第２４６号 

 平成２６年第４回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２６年１１月１８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２６年１１月２５日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第２４７号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１１月１９日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２２０５４ 平成２６年１０月１日 平成２６年１０月２３日

９２０５４３３ 平成２６年１０月１日 平成２６年１０月１２日



津市告示第２４８号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２６年１１月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月 ４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月 ４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月 ５日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２６年１１月 ６日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１１月 ７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月１１日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１１月１１日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２６年１１月１２日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月１２日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月１３日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月１４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１１月１４日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２４９号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１９号）第５条の規定に基づき、平成２６年４月１日から同年９月３０日まで

の津市水道事業及び津市工業用水道事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２６年１１月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２６年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、９

月末現在の給水戸数は１２８，６４４戸、配水量は２０，４１４，８７２

 、有収水量は１７，２７４，０７７ となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益２，９０１，８８７，９４ 

１円、営業外収益９７，４４９，１２０円、特別利益７５５，５９９円で 

合計３，０００，０９２，６６０円となりました。費用では、営業費用２，

８２１，９３２，３２５円、営業外費用１５８，４８２，４５９円、特別 

損失１，２４９，７１０，６９７円で合計４，２３０，１２５，４８１円 

となり、収支差引におきまして、１，２３０，０３２，８２１円の純損失 

となりました。 

 津市工業用水道事業 

平成２６年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、配

水量は１７６，９５２ 、有収水量は１７５，０６９ となりました。

経営状況としましては、収益では、営業収益１１，０３０，８８０円、

特別利益５，４８７，９０３円で合計１６，５１８，７８３円となりまし

た。費用では、営業費用４，５７９，１６０円となり、収支差引におきま

して、１１，９３９，６２３円の純利益となりました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

   平成２６年４月１日から同年９月３０日の状況は、損益計算書（別表１）

及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

 津市工業用水道事業 

平成２６年４月１日から同年９月３０日の状況は、損益計算書（別表３）

及び貸借対照表（別表４）のとおりであります。 

































































津市告示第２５２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年１１月２７日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １４２２ 元町１３号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市久居元町 2459 番 1 地先から 

津市川方町 506 番 1 地先まで 
旧 3.5～4.0 36.0 

津市久居元町 2459 番 1 地先から 

津市川方町 506 番 1 地先まで 
新 4.0～4.0 36.0 



津市公告第１７１号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２６年１１月２０日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

１ 専門分野 情報科学 

２ 担当科目 以下の 及び をともに満たす者。

 情報と科学、情報と社会、情報処理実習、居住環境特別演習 

 自然科学に関するその他科目 

３ 採用職  教授、准教授又は講師 

４ 採用人員 １人 

５ 応募資格 以下の 及び をともに満たす者。

 博士の学位を有する者（採用時期までに取得見込みの者を含む）。 

 本学における情報ネットワークの維持・管理、ならびに情報処理実習室

の運営管理に従事しうる者。 

６ 採用時期 平成２７年４月１日（予定） 

７ 給  与 津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 平成２７年１月１６日（金）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日  平成２７年２月１１日（水・祝） 

（面接者には１月２９日（木）又は１月３０日（金）にメールで連絡しま

す。交通費は支給しません。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写しも可） 

 教育研究業績書 

 教育・研究に関する抱負(1,000 字程度) 

 主な著書・論文・実務実績等の別刷り、又はその写し５点以内 

 研究業績・実務実績のうち主要なもの３点以内の概要（各 1,000 字～

2,000 字程度で、日本語で書かれたもの） 

＊ 推薦状がある場合は添付してください。 

＊ 上記（４）の記入様式は，大学ホームページ http://www.tsu-cc.ac.jp/

を参照してください。 



11 選考方法 本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他  採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

 〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

   三重短期大学学長宛 

  （封筒の表に、「情報科学専任教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当  

電 話 059-232-2341  ＦＡＸ 059-232-9647 

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp 

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又は E-mail とします。） 



津市公告第１７２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１１月２１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１１月１５日

２ 抑留期間 平成２６年１１月２２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市白山町

川口 

ミニチュ

ア・ダック

スフンド 

茶 雌 小型 
９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２















































津市公告第１７４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１１月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１１月２１日

２ 抑留期間 平成２６年１２月 １日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市久居新

町 
雑種 茶白 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局公告第１５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年１１月２５日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 





津市教育委員会告示第１６号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年１１月１７日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年１１月１８日（火） 午後３時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）平成２６年度津市一般会計補正予算（第６号）＜教委所管分＞について 

（２）平成２７年度小中学校教職員人事異動基本方針について

（３）津市立幼稚園保育料徴収条例の全部の改正について

（４）津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について



津市選挙管理委員会告示第５７号

 平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議

院比例代表選出議員選挙に関し、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第１７条ただし書の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を次のとおり定める。

  平成２６年１１月２１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

移替えをしない期間  平成２６年１１月２２日から１２月１４日まで



津市選挙管理委員会告示第５８号 

 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  平成２６年１１月２７日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 表津の部第１投票区の項中「丸之内南町北、丸之内南町南」を「丸之内南町」 

に改め、同部第９投票区の項から第１１投票区の項までを次のように改める。 

第９投票区 西阿漕町、上弁財町南、上弁財町東、上弁財町

第１、下弁財町西、八幡町中、八幡町北、八幡

町南、八幡町西 

第１０投票区 高松、半田朝日、池町、高松山団地、旭ケ丘

第１１投票区 伊予町、久留島・元築造、佐伯町、西裏岩田・

桜ケ岡、弓屋敷、岩田町、宮之前、修成町、山

中町、野崎垣内、出口、立合町、三郎路、綿内

東、綿内西、綿内南、綿内北、綿内中、弓之町

 表津の部第２０投票区の項中「西が丘団地」の次に「、アルモーニ長岡、津

長岡東」を加え、同部第２９投票区の項中「ローレルスクエア津南が丘」の次

に「、垂水台」を加え、同表白山の部第１０６投票区の項中「茶屋」を「茶屋

北１、茶屋北２、茶屋南」に、「向居山出」を「向居山出北、向居山出南、和

知野」に改める。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

公示され、又は告示される選挙について適用する。 



津市選挙管理委員会告示第５９号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２６年１１月２９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第６０号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月

日を記載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２

項の規定により告示する。

  平成２６年１１月２９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局



津市監査委員告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第４項、第５項

及び第７項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の

規定により次のとおり公表する。 

  平成２６年１１月２５日 

                 津市監査委員 高 松 和 也 

                                  津市監査委員  駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                  津市監査委員 伊 藤 康 雄 

第１ 監査の対象部局等 

  １ 地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく監査（以下「定期監

査及び行政監査」という。） 

    本件監査の結果に関する報告の対象となる定期監査及び行政監査の対

象部局等は、次のとおりである。 

  （１）部局 

 三重短期大学事務局（大学総務課、学生部、附属図書館） 

（２）市立保育所 

    ア 芸濃保育園 

    イ 香良洲保育園 

    ウ 八知保育園 

  （３）市立学校・市立幼稚園 

    ア 市立小学校 

    （ア）誠之小学校 

    （イ）明小学校 

    （ウ）安濃小学校 

    （エ）明合小学校 

    （オ）大三小学校 

    イ 市立中学校 

    （ア）芸濃中学校 

    （イ）美里中学校 

    （ウ）東観中学校 



    （エ）香海中学校 

    （オ）一志中学校 

    （カ）白山中学校 

    （キ）美杉中学校 

    ウ 市立幼稚園 

    （ア）椋本幼稚園 

    （イ）明幼稚園 

    （ウ）安西・雲林院幼稚園 

    （エ）安濃幼稚園 

    （オ）明合幼稚園 

    （カ）高岡幼稚園 

  ２ 地方自治法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

    随時監査の対象としたのは、平成２６年４月現在施工中の次の工事（繰

越明許費に係る工事）である。 

（１）平成２５年度南道災補第４号 市道城ケ谷線及び準用河川谷杣川災

害復旧工事（工事場所：津市白山町佐田地内 所管部局：建設部津南

工事事務所） 

（２）平成２５年度下建公補第２０号 上浜排水区雨水管渠築造工事（工

事場所：津市島崎町地内 所管部局：下水道部下水道建設課） 

３ 地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体等監

査」という。） 

財政援助団体等監査の対象としたのは、次のとおりである。 

（１）財政援助団体の監査 

ア 津市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会（財

政援助の内容：津市民スポーツ・レクリエーションフェスティバル

事業補助金の交付 所管部局：スポーツ文化振興部スポーツ振興課） 

イ 津環境整備事業協同組合（財政援助の内容：津環境整備事業協同

組合補助金の交付 所管部局：環境部環境政策課） 

ウ 津市母子寡婦福祉会（財政援助の内容：津市母子寡婦福祉会運営

補助金の交付 所管部局：健康福祉部こども支援課） 

エ 中勢森林組合（財政援助の内容：美しい森づくり促進事業補助金

及び森林整備地域活動支援交付金の交付 所管部局：農林水産部林

業振興室） 



オ 久居まつり実行委員会（財政援助の内容：地域かがやきプログラ

ム事業（久居まつり事業）補助金の交付 所管部局：久居総合支所

地域振興課） 

カ みすぎ夏まつり実行委員会（財政援助の内容：地域かがやきプロ

グラム事業（みすぎ夏まつり事業）補助金の交付 所管部局：美杉

総合支所地域振興課） 

キ 公益財団法人津市社会教育振興会（財政援助の内容：津市社会教

育振興会事業補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生涯学習

課） 

（２）出資団体の監査 

ア 中勢森林組合（所管部局：農林水産部林業振興室) 

イ 美杉の家建設株式会社(所管部局：農林水産部林業振興室） 

ウ 津駅前都市開発株式会社(所管部局：都市計画部都市政策課) 

エ 公益財団法人津市社会教育振興会(所管部局：教育委員会事務局

生涯学習課） 

（３）指定管理者の監査 

ア 津市橋南市民センター運営委員会（対象施設：津市橋南市民セン

ター 所管部局：市民部市民交流課） 

イ 社会福祉法人津市社会福祉事業団（対象施設：津市西部市民セン

ター 所管部局：健康福祉部福祉政策課） 

ウ 株式会社日硝ハイウエー（対象施設：津なぎさまち内旅客船ター

ミナル 所管部局：都市計画部交通政策課） 

エ 社会福祉法人自由学苑福祉会（対象施設：津市久居老人福祉セン

ター 所管部局：久居総合支所福祉課） 

オ 特定非営利活動法人あのうスポーツクラブ（対象施設：津市安濃

中央総合公園内体育館ほか７施設 所管部局：安濃総合支所地域振

興課） 

カ 津市商工会（対象施設：津市安濃工業会館 所管部局：安濃総合

支所地域振興課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   監査の対象年度及び事項は、次のとおりである。 

１ 定期監査及び行政監査 



平成２６年７月以前に監査を実施した市立保育所及び市立学校・市立

幼稚園については、原則として平成２５年度の財務及び事務の執行を対

象とし、同年９月に監査を実施した三重短期大学事務局については、原

則として平成２６年度の財務及び事務の執行を対象とした。 

２ 随時監査 

監査対象工事に係る財務の執行を対象とした。 

 ３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

主に平成２２年度から平成２４年度までの市の財政援助に係る出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（２）出資団体の監査 

主に平成２２年度から平成２４年度までの出資団体における出納

その他の事務の執行を対象とした。 

（３）指定管理者の監査 

主に平成２２年度から平成２４年度までの指定管理に係る出納そ

の他の事務の執行を対象とした。 

第３ 監査の期間 

監査の期間は、平成２６年４月４日から同年１１月１４日までである。 

第４ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部局

等から提出を受けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に

説明を求めた。

また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、設

計方針、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書類を調査す

るとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請負業者に説明

を求めた。

なお、工事技術調査業務を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、そ

の調査報告書を参考とした。

  １ 定期監査及び行政監査 

（１）予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

（２） 会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 



（３）現金の取扱いは、適正に行われているか。 

（４）財産の管理は、適正に行われているか。 

（５）各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

（６）事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

  ２ 随時監査 

（１）仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

（２） 積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっているか。 

（３） 施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われているか。 

（４）各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳されて

いるか。 

（５）現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われている

か。 

  ３ 財政援助団体等監査 

  （１）財政援助団体の監査 

ア 財政援助団体関係 

（ア）補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従

って実施されているか。 

（イ）補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

（ア）補助金等充当経費の内容確認、交付条件の履行確認及び補助効

果の検証は、適正に行われているか。 

（イ）補助金等の額は、経済的に妥当なものとなっているか。 

  （２）出資団体の監査 

ア 出資団体関係 

（ア）経営成績及び財政状態は良好か。 

（イ）会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

出資団体の経営成績等を十分に把握し、必要に応じて、出資者と

して適正に権利を行使しているか。 

  （３）指定管理者の監査 

ア 指定管理者関係 



（ア）指定管理は、条例、協定書等の規定に基づき、適正かつ効率的

に行われているか。 

（イ）指定管理に係る会計処理及び財産管理は、適正に行われている

か。 

イ 所管部局関係 

（ア）指定管理者の指定は、適正かつ公正に行われているか。 

（イ）指定管理者に対し適時に報告を求め、必要に応じて、調査し、

又は指示を行っているか。 

第５ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。これ

らの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

  １ 財政援助団体等監査 

（１）出資団体の監査 

    ア 美杉の家建設株式会社（所管部局：農林水産部林業振興室） 

出資団体の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）出資団体の概要（注）

資 本 金 ２２，０００，０００円

市の出資の状況 出 資 額 １０，０００，０００円

出 資 比 率 ４５.４％

主な業務の内容 美杉産の木材を使用した住宅建築、住宅の増改築に関

する業務 

財 務 の 状 況 資 産 ２６，８９７，７５８円

負 債 １５，２１８，９４３円

純資産
資 本 金 ２２，０００，０００円

剰 余 金 △１０，３２１，１８５円

負債・純資産合計 ２６，８９７，７５８円

損 益 の 状 況 営 業 利 益 △２，５９５，０９４円



 経 常 利 益 △２，５０７，２５１円

当 期 純 利 益 △２，６８７，２５１円

（注）出資団体の概要は、所管部局が提出した監査資料及び第２６期(平成２４年

年７月１日～平成２５年６月３０日）の収支決算書を参考にまとめたものであ

る。「△」は、損失を意味する。 

    （イ）指摘事項 

美杉の家建設株式会社は、美杉産の木材の需要拡大を目的とし

て、昭和６２年に美杉村（当時）、建築業者等の出資により設立

され、主に美杉産の木材を使用した住宅の建築、住宅の増改築に

関する業務を行っているが、住宅の建築については、受注件数の

減少により、第２３期（平成２１年７月１日～平成２２年６月３

０日）から第２６期までの４期連続で営業損失を計上している。 

同社は役員報酬の減額等、経費の削減に努めるとともに、映画

「ＷＯＯＤ ＪＯＢ！」を通じて美杉材や美杉地域の知名度向上等、

広く美杉地域の振興にも取り組んでいるものの、資本の欠損とい

う憂慮すべき経営状況が続いている。

一方、市は、行財政改革後期実施計画において外郭団体への関

与の在り方の見直しに取り組んでいるところであるが、林業振興

室は、同社の経営状況、資産・債務の状況のほか、津市総合計画

で林業振興の指針とする「津市産業振興ビジョン」における諸施

策を踏まえ、同社による事業の経済的・社会的な意義、将来性等、

広範かつ客観的に検討の上、市の関与の在り方について、所管課

としての方針を決定されたい。 

    イ 津駅前都市開発株式会社（所管部局：都市計画部都市政策課） 

      出資団体の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）出資団体の概要（注）

資 本 金 ３００，０００，０００円

市の出資の状況 出 資 額 １２０，０００，０００円

出 資 比 率 ４０％

主な業務の内容 不動産賃貸業及びビル管理業 

財 務 の 状 況 資 産 ４，５９５，１２２，１８９円

負 債 ３，７７４，４７５，６７８円

純資産 資本金 ３００，０００，０００円



剰余金 ５２０，６４６，５１１円

負債・純資産合計 ４，５９５，１２２，１８９円

損 益 の 状 況 営 業 利 益 １６４，４９４，０７２円

経 常 利 益 １２０，２２９，７４６円

当 期 純 利 益 ６６，４７３，６８６円

（注）出資団体の概要は、所管部局が提出した監査資料及び平成２４年度（平成２４

年４月１日～平成２５年３月３１日）の収支決算書を参考にまとめたものであ

る。 

    （イ）指摘事項 

       現在の出張旅費規程では、市内の出張の場合においても日当が

支給されることとなっているにもかかわらず、事実上は市内出張

の場合は日当が支払われていないことから、これらの整合性も含

めて当該旅費規程について検討されたい。 

（２）指定管理者の監査 

    ア 津市橋南市民センター運営委員会（所管部局：市民部市民交流課） 

      指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市橋南市民センター 

施設の設置目的 住民相互の連帯意識の高揚を図り、住民の地域活動

の拠点として、健全な地域社会の形成に寄与する 

指 定 管 理 者 津市橋南市民センター運営委員会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

センターの使用の許可及び施設、設備器具等の維持

管理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

    （イ）指摘事項 

       津市橋南市民センターについて、津市橋南市民センター等の設

置及び管理に関する条例に基づき施設等の利用料金を徴収して

いるが、つり銭を保管しておらず、利用料金の収納時に対応でき

ない場合、同センター職員が私費で対応していることから、業務

遂行上つり銭が必要であれば、所要の是正措置を講じられたい。


